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議第３５号 

   奈良県広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

の制定について 

 奈良県広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を次

のように定める。 

  令和７年１１月２７日提出 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

 

   奈良県広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条にお

いて準用する同法第２４３条の２の７第１項の規定に基づき、企業長若しく

は委員会の委員若しくは委員又は職員（同法第２４３条の２の８第３項の規

定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。）の

企業団に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （企業長等の損害賠償責任の一部免責） 

第２条 企業団は、企業長等の企業団に対する損害を賠償する責任を、企業長

等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、企業長等が賠償

の責任を負う額から、次の各号に掲げる企業長等の区分に応じ、当該各号に

定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。 

 (1) 企業長 基準給与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１７３条の４第１項第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給

与年額をいう。以下同じ。）に６を乗じて得た額 

 (2) 副企業長又は監査委員 基準給与年額に４を乗じて得た額 

 (3) 職員（前号に掲げる職員を除く。） 基準給与年額 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任に

ついて適用する。 

   理 由 

 地方自治法第２４３条の２の７第１項の規定に基づき、企業長等の奈良県広

域水道企業団に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要

な事項を定めようとするもの。 
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議第３６号 

   奈良県広域水道企業団情報公開条例及び奈良県広域水道企業団行政不服

審査会条例の一部改正について 

 奈良県広域水道企業団情報公開条例及び奈良県広域水道企業団行政不服審査

会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年１１月２７日提出 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

 

   奈良県広域水道企業団情報公開条例及び奈良県広域水道企業団行政不服

審査会条例の一部を改正する条例 

次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 奈良県広域水道企業団情報公開条例（令和６年１１月条例第２号）第３６   

条 

(2) 奈良県広域水道企業団行政不服審査会条例（令和７年２月条例第１５号）

第１４条 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）及び刑法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律

第６８号）の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

   理 由 

 刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係条例について拘禁刑の新

設等に伴う規定の整備を行うため、所要の改正をしようとするもの。 
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議第３７号 

奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

 奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

  令和７年１１月２７日提出 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

 

奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例 

奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例（令和７年２月条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第６号中「第５条」を「前条」に改める。 

第１０条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を

加える。 

第２０条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「除く。」の次

に「次条において同じ。」を加える。 

第２１条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（第１号部分休業

の承認）」を付し、同条第１項中「部分休業の承認は、正規の勤務時間（非

常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め

又は終わりにおいて」を「育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲

内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」と

いう。）の承認は」に改め、同条第２項中「規則で定める休暇」を「生後

満１年３月に達しない子を育てる場合に職員が勤務しないことが相当で

あるとして規則で定める休暇（以下「育児時間」という。）又は奈良県広

域水道企業団就業規則（令和７年３月企業管理規程第１０号）第１６条の

規定による介護時間（以下「育児時間等」という。）」に、「部分休業」を

「第１号部分休業」に、「当該休暇」を「当該育児時間等」に改め、同条

第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に、「労働基準法第６７条の

規定による育児時間（以下「育児時間」という。）」を「育児時間」に、「第

６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項」を「第６１条

の２第２０項」に改める。 

第２１条の次に次の４条を加える。 

- 3 -



 

（第２号部分休業の承認） 

第２１条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求

する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）

の承認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休

業を承認することができる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場

合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 

当該勤務時間の時間数 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２１条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、

毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の条例で定める時間） 

第２１条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の条例で定める時間は、

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

(1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１

０を乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２１条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、

配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその

他の同条第２項の規定による申出時に予測することができなかった事

実が生じたことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」

という。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの

子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

第２２条に見出しとして「（部分休業を承認することができる時間以外

の時間について職員が請求した場合の承認）」を付し、同条第１項中「１

週間」を「１日」に、「一部（１８時間４５分を超えない範囲内の時間に

限る。）」を「全部又は一部」に改め、同条第４項中「部分休業」を「第１

号部分休業」に、「介護時間等」を「育児時間等」に、「第１項」を「第３

項の規定による申出（同項第１号に係るものに限る。）に係る第１項の規

定による請求に対する同項」に改め、同項を同条第８項とし、同項の前に

- 4 -



 

次の１項を加える。 

７ 第３項の規定による申出（同項第２号に係るものに限る。）に係る第

１項の規定による請求に対する同項の規定による承認は、規則で定める

ところにより、職員の子を養育するため必要とされる時間について、１

時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあ

っては、それぞれ当該各号に定める時間数の承認を行うことができる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場

合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 

当該勤務時間の時間数 

(2) 第３項第２号の規定による時間の残時間数に１時間未満の端数があ

る場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったと

き 当該残時間数 

第２２条第３項中「第１項」を「第３項の規定による申出（同項第１号

に係るものに限る。）に係る第１項の規定による請求に対する同項」に改

め、同項を同条第６項とし、同条第２項の次に次の３項を加える。 

３ 第１項の規定による請求をしようとする職員は、１年の期間（毎年４

月１日から翌年３月３１日までをいう。）ごとに、あらかじめ、次の各

号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における当該請求

をするかを任命権者に申し出るものとする。 

(1) １週間の勤務時間のうち１８時間４５分を超えない範囲内 

(2) １年の勤務時間のうち７７時間３０分を超えない範囲内 

４ 前項の規定による申出をした職員は、特別の事情（配偶者が負傷又は

疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同項の規定に

よる申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当

該申出の内容を変更をしなければ当該職員の９歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある子の養育に著しい支障が生じると任命

権者が認める事情をいう。）がある場合に限り、当該申出の内容を変更

することができる。 

５ 第３項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内（前項

の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの）において、

第１項の規定による請求をすることができる。 

第２３条第１項を次のように改める。 

育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項

の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 
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第２３条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 任命権者は、部分休業をしている職員について育児休業又は育児短時

間勤務を承認しようとするときは、育児休業法第１９条第１項の規定に

よる承認を取り消すものとする。 

第２４条第２項各号列記以外の部分及び第１号中「第２１条第１項」を

「第２２条第１項」に改め、同項第２号中「第２１条第１項」を「第２２

条第１項」に、「当該承認に係る子以外の子に係る育児休業、育児短時間

勤務若しくは当該承認に係る時間における部分休業を承認し、又は当該承

認に係る時間における同項の規定による承認をしよう」を「育児休業又は

育児短時間勤務を承認しよう」に改め、同項に次の１号を加える。 

(3) 職員が第３項変更又は第２２条第４項の規定による変更をしたとき。 

第２４条第３項中「前条第２項」を「前条第３項」に、「第２１条第１

項」を「第２２条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１２月１日から施行する。ただし、第６条第６

号の改正規定、第１０条の改正規定、第２４条第２項各号列記以外の部

分の改正規定、第２４条第２項第１号の改正規定、同項第２号の改正規

定中「第２１条第１項」を「第２２条第１項」に改める部分の改正規定

及び同条第３項の改正規定中「第２１条第１項」を「第２２条第１項」

に改める部分の改正規定並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行

する。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年３月３

１日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における改正

後の奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例（以下「新育

児休業条例」という。）第２１条の４の規定の適用については、同条第

１号中「７７時間３０分」とあるのは「２５時間５０分」と、同条第２

号中「１０」とあるのは「３分の１０」とする。 

３ 職員は、施行日前においても、新育児休業条例第２２条第１項から第

５項までの規定の例により、同条第３項各号のいずれの範囲内で部分休

業を承認することができる時間以外の時間について請求をするかの申

出をし、その範囲内（同条第４項の規定の例により当該申出の内容の変
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更をした場合にあっては、その変更後のもの）で施行日以後における部

分休業を承認することができる時間以外の時間について請求をするこ

とができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行

日においてそれぞれ同条第３項の規定による申出及び同条第４項の規

定による変更並びに同条第１項の規定による請求とみなす。 

４ 施行日から令和８年３月３１日までの間における新育児休業条例第

２２条第１項の規定による承認の請求をする場合における同条第３項

第２号の規定の適用については、同号中「７７時間３０分」とあるのは、

「２５時間５０分」とする。 

   理 由 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、働きながら育

児がしやすい環境の整備を一層進めるため、所要の改正をしようとするも

の。 
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議第３８号 

令和６年度磯城郡水道企業団水道事業会計決算の認定について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、別冊のとおり令和６年度磯城郡水道企業団水道事業会計決算に

監査委員の審査意見を付し、その承認を求める。 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真 

- 8 -



議第３９号 

令和６年度広域水質検査センター組合決算の認定について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、別冊のとおり令和６年度広域水質検査センター組合決算に監査

委員の審査意見を付し、その承認を求める。 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真 
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報告第７号 

令和６年度磯城郡水道企業団水道事業会計資金不足比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４

号）第２２条第１項の規定により、令和６年度磯城郡水道企業団水道事

業会計における資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告

する。 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真 

１ 資金不足比率 

（単位：％） 

会計の名称 数 値 経営健全化基準 

磯城郡水道企業団水道事業会計 － 20.0 

  備 考 資金不足額がないため、「－」と表記している。 

 

２ 監査委員の意見 

  別添のとおり 
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